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魅力ある景観は「まちづくり」の資源魅力ある景観は「まちづくり」の資源

（社）埼玉県建築士事務所協会

景観整備機構 浅野正敏
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景観とは？

景観は、その場所（地域）の文化や暮ら

しを現している。

• 熊谷市景観計画にある定義
私たちが目にするすべての眺めを言い、眺める側の感情

を伴った視点を持って捉える。

• わかりやすい「堀 繁」氏の講演よる定義

視点場（見ている場所）と対象（見たいもの）との関係。

良い景観とは、見ている者に「もてなしの心」を感じさせる

状態。
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景観保全への取り組み

• これまで全国各地で、美しい自然と調和した景観、
人々の生活や文化から育まれてきた歴史的な景

観を、「条例」などによって守ってきたが限界が

あった。

• 都市計画法では、「美しさ」の観点が抜けている。
• 国の「美しい国づくり政策大綱」での反省と決意。
• 景観に関する総合的な国の法律として景観法が
制定（平成16年）されたのは、画期的なこと。
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小布施町の

景観条例
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真鶴町の

まちづくり条例

『美の基準』
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景観条例制定

と交流人口

良好な

景観形成

の効果
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全国各地に起る景観闘争（鞆の浦、国立など）

国立駅前大学通りの景観

鞆の浦の漁村景観

44m
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景観法がめざす「良好な景観」づくり

■美しく風格のある国土の形成

■潤いのある豊かな生活環境の創造

■個性的で活力ある地域社会

「良好な景観」定義は、以下の5つ基本理念に基づいている。
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景観法とはどのようなものか？

1）基本法的な部分

・基本理念

・国、地方公共団体、

事業者、住民の責務

2）良好な景観形成のための具
体的な規制や支援を規定す

る部分

・景観計画の策定

・景観重要建造物・樹木の指定

・景観計画区域、景観地区等の

規制

・景観重要公共施設の整備

・景観協定の締結

・景観整備機構による支援ここに着目



12/42

景観法の対象地域イメージ図 � � � � � �
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景観法を活用するためには大前提がある

※景観行政団体でなければ「景観法」を運用出来

ない。

景観行政の一元化と、意欲のある市町村が景観

行政の担い手となるために！� � � � � � � � � 	 
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建築士の職能を活かす出番到来

• これまでプロの建築士であるにも拘らず、ボランティア的
な関わりとならざるを得なかった。

• 景観法の設立により、法律に則った「景観整備機構」とし
て、景観・まちづくりに建築士が得意な職能を活かすこと

が出来るようになった。

• 公益法人やNPO法人を景観行政団体が指定。

（社）埼玉県建築士事務所協会は「景観整備機構」指定を

めざして逸早く申請、平成20年11月付けで埼玉県第1号
の指定を受ける。
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景観整備機構の指定

現在、 （社）埼玉県建築士事務所協会/景観整備
機構では、埼玉県に続いて川口市・熊谷市の指

定第1号を受けている。

■川口市指定第1号 平成21年6月付け

■熊谷市指定第1号 平成22年6月付け

■その他の景観行政団体（三郷市、八潮市など）にも

手続きを進めている。
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景観整備機構の業務（1）
景観法の中で、景観整備機構が行うことができる業務として

以下が明記されている。

■景観育成に関する派遣、情報提供、相談等の支援

■景観重要建造物・樹木の管理

■景観重要公共施設等に関する事業（ポケットパークの整

備等）の実施、又は参加

■同上事業のための土地取得、管理及び譲渡

■景観農業振興地域整備計画区域内の委託に基づく農作

業、土地の権利取得、管理

■景観形成に関する調査研究

■その他、景観育成促進のために必要な業務
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景観整備機構の業務（2）

その他、当景観整備機構が取組むべき業務は多様にある。

■景観計画の策定業務（景観行政団体からの受託）

■景観計画区域や景観地区の基準づくりを市民と協働で作成

■景観計画策定委員会、景観審議会等へ委員として派遣

■住民の景観意識啓蒙のためのイベント企画・運営・実施

■景観上重要な歴史的建築物の利活用・運営のための調査

及び方策の検討

■景観に関する調査・研究及び提案
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人材育成のための実務者講習会

景観理念や景観法に

ついて、年間4〜5回の
講習会を開催
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景観まちづくり先進地区への現地視察研修

代官山ヒルサイドテラス
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埼玉県景観資源発掘調査業務（平成22年度受託）

調査データは埼玉県の

ホームページに掲載さ

れている。
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歴史のみち景観発掘 埼玉県下61カ所調査
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熊谷駅周辺

調査位置図
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妻沼周辺調査位置図
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石原・川本（秩父往還）調査位置図



29/42



30/42

（社）埼玉県建築士事務所協会いるま西

支部の積極的な活動

• 平成18年より飯能市エコツーリズム推進事業に参画、建
築文化の保存と活用を考える「古民家探訪エコツアー」を

実施。

• 平成23年9月に行った「大正・昭和の建築を訪ねる旅」で
12回目を数える。
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飯能市街地にある明治〜昭和の建築を訪ねる旅（１）
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飯能市街地にある明治〜昭和の建築を訪ねる旅（２）
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茅葺きの民家を訪ねる旅（３）
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名栗谷に残る古民家を訪ねる旅（4）
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吾野宿の町並みと建築を訪ねる旅（5）
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吾野宿再生計画案作成
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吾野宿再生計画案作成
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吾野宿再生計画案作成



39/42

吾野宿再生計画案作成
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吾野宿再生計画案作成
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吾野宿再生計画案作成
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吊し雛が雛飾り展に華を添える（絹甚会場にて）� � � � �

「飯能ひな飾り展」
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